
税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の

納
税
に
つ
い
て

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の
納
期

限
は
、
11
月
30
日
㈪
で
す
。
11
月

中
旬
に
県
か
ら
納
付
書
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機

関
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て

い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
な
ど
を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。（
た
だ
し
、
領

収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
要
な
方
は
、
金
融
機
関
な

ど
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。）また

、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の

方
は
、
納
期
限
前
に
預
貯
金
残
高

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
東
三
河
県
税
事
務
所

☎
0
5
3
2
◆

54
◆

5
1
1
1

（
内
線
265
）

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

平
成
21
年
分

年
末
調
整
・
法
定
調
書
説
明
会

と　
き　
11
月
20
日
㈮

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

と
こ
ろ　
市
民
会
館　

中
ホ
ー
ル

対　
象　
個
人
青
色
申
告
を
除
く

源
泉
徴
収
義
務
者

※
年
末
調
整
な
ど
の
関
係
書
類

は
、
説
明
会
開
催
前
に
税
務
署

か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。
説
明
会

に
は
、
関
係
書
類
を
持
参
の
う

え
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署　

☎
0
5
3
2
◆

52
◆

6
2
0
1

（
自
動
音
声
案
内
）

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

平
成
21
年
分

青
色
決
算
等
説
明
会

と　
き　
12
月
7
日
㈪

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

と
こ
ろ　
豊
川
市
文
化
会
館　

中

ホ
ー
ル

※
個
人
の
営
業
所
得
、農
業
所
得
、

不
動
産
所
得
の
決
算
書
な
ど
の

説
明
会
を
行
い
ま
す
。e-T

ax

を
利
用
さ
れ
た
方
は
、
確
定
申

告
書
、
青
色
申
告
決
算
書（
収

支
内
訳
書
）な
ど
の
書
類
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署　

☎
0
5
3
2
◆

52
◆

6
2
0
1

（
自
動
音
声
案
内
）

市
民
課
1
66
◆

1
1
0
9

印
鑑
登
録
証
の
交
換
が

お
済
み
で
な
い
方
へ

旧
印
鑑
登
録
証（
紙
）
を
カ
ー

ド
タ
イ
プ
の
新
印
鑑
登
録
証
に
無

料
で
交
換
し
て
い
ま
す
。
カ
ー
ド

タ
イ
プ
の
印
鑑
登
録
証
は
、
暗
証

番
号
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
動
交
付
機
で
窓
口
よ
り
安
い
手

数
料
で
簡
単
に
住
民
票
、
印
鑑
証

明
な
ど
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◆
手
続
き
場
所

・
市
民
課
お
よ
び
各
出
張
所

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分（
平
日
）

・
休
日
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所

庁
舎
西
側
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
紙
の
印
鑑
登
録
証

・
登
録
さ
れ
て
い
る
印
鑑

・
免
許
証
な
ど
の
写
真
付
き
身
分

証
明
書（
暗
証
番
号
を
登
録
す

る
場
合
）
な
お
、
証
明
書
の
な

い
場
合
は
、
本
人
確
認
後
の
交

付
と
な
り
ま
す
の
で
、
後
日
、

来
庁
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

市
民
課
1
66
◆

1
1
0
9

住
居
表
示
地
区
に
建
物

を
新
築
さ
れ
た
方
へ

次
の
地
区
に
建
物
を
新
築
し
た

場
合
は
、
引
越
し
の
前
に
住
居
表

示
の
申
請
が
必
要
で
す
。

住
居
表
示
地
区

新
井
町
・
八
百
富
町
・
神
明
町
・

本
町
・
上
本
町
・
中
央
本
町
・

元
町
・
宝
町
・
御
幸
町
・
宮
成
町
・

緑
町
・
旭
町
・
丸
山
町
・
竹
島

町
・
松
原
町
・
港
町
・
栄
町

申
請
方
法

建
築
確
認
申
請
に
使
用
し
た
書

類（
1
階
平
面
図
と
建
物
配
置

図
）を
市
民
課
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

注
意
事
項

申
請
し
た
日
か
ら
、
5
日
前
後

で
住
所
が
確
定
し
ま
す
。
上
棟

後
か
ら
申
請
可
能
で
す
の
で
、

早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
病
院
事
務
局
1
66
◆

2
2
0
0

市
民
病
院
職
員
募
集

平
成
22
年
4
月
1
日
採
用
予
定

の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

受
付
期
限　
12
月
18
日
㈮

※
当
日
消
印
有
効

試
験
日　
平
成
22
年
1
月
9
日
㈯

職
種
・
応
募
資
格
・
人
員

◆
薬
剤
師　

昭
和
55
年
4
月
2
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
薬
剤

師
の
免
許
を
有
す
る
方
ま
た

は
平
成
22
年
3
月
31
日
ま
で
に

免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の

方..................................

1
人

◆
事
務
職（
医
事
事
務
）　

昭
和
45

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
、
次
の
①
②
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方...............

1
人

①
診
療
報
酬
請
求
に
関
す
る
資
格

（
医
務
必
須
）を
有
す
る
方

・
診
療
報
酬
請
求
事
務
能
力
認
定

試
験
合
格
者（
㈶
日
本
医
療
保

険
事
務
協
会
実
施
）

・
診
療
情
報
管
理
士（
㈳
日
本
病

院
会
実
施
）

②
病
院
で
の
診
療
報
酬
請
求
事
務

に
関
す
る
10
年
以
上
の
経
験
を

有
し
、
う
ち
、
200
床
以
上
の
病

院
で
の
同
経
験
を
5
年
以
上
有

し
て
い
る
方

応
募
方
法　
所
定
の
履
歴
書（
市

民
病
院
事
務
局
に
あ
り
ま
す
）

に
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し

て
、
市
民
病
院
事
務
局（
〒
443-

８
５
０
１ 

平
田
町
向
田
１-

１
）へ
。
郵
送
可
。
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